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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】厚み寸法の異なる複数の電子機器に対して共用
することが可能で、また、激しい振動条件下でも安定し
て確実にワンタッチで電子機器を充電ホルダに固定でき
、車載用として好適な電子機器用充電ホルダを提供する
。
【解決手段】充電ホルダは、電子機器を挿入するための
ポケット部２０１が形成されているホルダ本体２０と、
ポケット部の内側に先端部が突出可能に回転付勢され、
電子機器の充電用端子に接触可能な接触端子３０１を有
する回動ブロック３０と、電子機器をポケット部に押し
込み回動させたとき電子機器の上部側方をホルダ本体に
固定するロック部４０と、を備える。回動ブロック３０
は、電子機器の下部を差し込み可能であり、電子機器の
厚みの大小に関わらずに電子機器の下部を保持する。ロ
ック部４０は、回動ブロックに保持させた状態の電子機
器を回動させることにより電子機器の上部側方をロック
状態とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背面下部に充電用端子を露出してなる電子機器がセットされる電子機器用充電ホルダで
あって、
　前記電子機器を挿入するためのポケット部が形成されているホルダ本体と、
　前記充電用端子に接触可能な接触端子を有し、先端部が前記ポケット部に突出するよう
に前記ホルダ本体に対し回転付勢された回動ブロックと、
　前記電子機器を前記ポケット部に押し込み回動させたとき前記電子機器の上部側方を前
記ホルダ本体に固定するロック部と、を備え、
　前記回動ブロックは、前記電子機器の下部を差し込み可能な構成とされ、前記電子機器
の下部を保持し、
　前記ロック部は、前記回動ブロックに保持させた状態の前記電子機器を回動させること
により前記電子機器の上部側方をロック状態とする、電子機器用充電ホルダ。
【請求項２】
　前記電子機器に搭載されたバッテリパックの厚みに応じて、前記電子機器のロック状態
での前記回動ブロックの回動角度が異なる、請求項１に記載の電子機器用充電ホルダ。
【請求項３】
　前記電子機器の側面には背面から厚み方向所定の高さ位置にスライド用凹部が設けられ
ており、
　前記回動ブロックは、前記電子機器を差し込むときに前記電子機器を案内するスライド
用突起を有し、このスライド用突起に前記電子機器のスライド用凹部を係合させることに
より前記電子機器を保持し、
　前記ロック部は、前記ホルダ本体に対して起立姿勢に弾性付勢され、上端に斜面付きの
フック部を有した支柱により構成され、前記回動ブロックに保持させた状態の前記電子機
器を回動させたとき、前記電子機器の上部が前記支柱の弾性付勢に抗して前記フック部を
乗り越えロック状態とする、請求項１又は請求項２に記載の電子機器用充電ホルダ。
【請求項４】
　前記ロック部を構成する前記支柱は、
　前記ホルダ本体に対して回転可能に保持され前記フック部を有した樹脂部材と、
　前記ホルダ本体に固定され、前記樹脂部材を背面側から起立姿勢に弾性付勢する金属板
と、から構成されている、請求項３に記載の電子機器用充電ホルダ。
【請求項５】
　前記回動ブロックは、
　当該回動ブロックを前記ホルダ本体に対して回転付勢するバネと、
　前記接触端子を有した接触端子基板と、を備え、
　前記ホルダ本体の内部に配置された充電回路基板から導出されたリード線の先端が結線
されたソケットが、前記接触端子基板に設けられたコネクタ端子に被着され、
　前記リード線の途中部位を、前記回動ブロックに設けた前記バネの端部固定用の突起に
係止している、ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の電子機器
用充電ホルダ。
【請求項６】
　前記ホルダ本体は、前記ロック部により固定されている状態の前記電子機器の上部背面
側に、前記電子機器を前記ホルダ本体から取り外し操作するための空間を有している、請
求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の電子機器用充電ホルダ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器用充電ホルダに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　この種の電子機器用充電ホルダとして、寸法の異なる複数の電子機器について、付属部
品を準備しなくても同一の充電ホルダを共用できるようにしたものが提案されている。こ
の充電ホルダにおいては、ホルダ本体の上面に形成されたポケット部に電子機器が挿入さ
れると、ポケット部の内側に突出している位置決め部材が電子機器に複数方向へ押圧力を
加え、電子機器の充電用端子がポケット部の内側に突出可能に設置された接触端子に接触
させる構成とされている。この構成によれば、ポケット部の内側において電子機器の充電
用端子が接触端子に接触するように様々な寸法の電子機器を位置決めすることができる（
例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５１９７４７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような電子機器用充電ホルダにあって、電子機器が充電ホルダのポ
ケット部に挿入されている状態は、いわば、電子機器の下部のみが充電ホルダに載置され
ているに過ぎないものである。このため、卓上用としては使用可能であるが、例えば、振
動する車載用とした場合は、電子機器が充電ホルダから不用意に外れ落ち易く、車載用に
は不適である。また、壁掛け用にも適当でない。そして、車載用や壁掛け用としたとき、
特に、電子機器が無線機等の場合に、片手操作のワンタッチで、電子機器を充電ホルダに
装着ロックし、また取り外すことができるものが望まれる。
【０００５】
　そこで、本発明は、厚み寸法の異なる複数の電子機器に対して共用することが可能で、
また、激しい振動条件下でも安定して確実に、しかもワンタッチで電子機器を充電ホルダ
に固定でき、車載用として好適な電子機器用充電ホルダを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、背面下部に充電用端子を露
出してなる電子機器がセットされる電子機器用充電ホルダであって、前記電子機器を挿入
するためのポケット部が形成されているホルダ本体と、前記充電用端子に接触可能な接触
端子を有し、先端部が前記ポケット部に突出するように前記ホルダ本体に対し回転付勢さ
れた回動ブロックと、前記電子機器を前記ポケット部に押し込み回動させたとき前記電子
機器の上部側方を前記ホルダ本体に固定するロック部と、を備え、前記回動ブロックは、
前記電子機器の下部を差し込み可能な構成とされ、前記電子機器の下部を保持し、前記ロ
ック部は、前記回動ブロックに保持させた状態の前記電子機器を回動させることにより前
記電子機器の上部側方をロック状態とする、ものである。
【０００７】
　上記電子機器用充電ホルダにおいて、前記電子機器に搭載されたバッテリパックの厚み
に応じて、前記電子機器のロック状態での前記回動ブロックの回動角度が異なる、ものと
してもよい。
　この構成によれば、バッテリパックの厚みの大小に関わらずに電子機器をロックするこ
とができる。
【０００８】
　上記電子機器用充電ホルダにおいて、前記電子機器の側面には背面から厚み方向所定の
高さ位置にスライド用凹部が設けられており、前記回動ブロックは、前記電子機器を差し
込むときに前記電子機器を案内するスライド用突起を有し、このスライド用突起に前記電
子機器のスライド用凹部を係合させることにより前記電子機器を保持し、前記ロック部は
、前記ホルダ本体に対して起立姿勢に弾性付勢され、上端に斜面付きのフック部を有した
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支柱により構成され、前記回動ブロックに保持させた状態の前記電子機器を回動させたと
き、前記電子機器の上部が前記支柱の弾性付勢に抗して前記フック部を乗り越えロック状
態とする、ものとしてもよい。
　この構成によれば、電子機器の下部を回動ブロックに確実に位置決め保持させることが
でき、その保持状態にて電子機器を回動させることで、電子機器をホルダ本体に確実にロ
ックすることができる。なお、上記充電ホルダにおいては、回動ブロックにスライド突起
を有し、電子機器にスライド用凹部が設けられているが、電子機器にスライド用突起を有
し、回動ブロックにスライド用凹部が設けられていてもよい。
【０００９】
　上記電子機器用充電ホルダにおいて、前記ロック部を構成する前記支柱は、前記ホルダ
本体に対して回転可能に保持され前記フック部を有した樹脂部材と、前記ホルダ本体に固
定され、前記樹脂部材を背面側から起立姿勢に弾性付勢する金属板と、から構成されてい
る、ものとしてもよい。
　この構成によれば、ロック部が樹脂部材だけで構成されているものに比べて強靭で弾性
付勢力が大きくなり、確実に電子機器をホルダ本体にロックすることができ、しかも、電
子機器がフック部を乗り越えロックされるとき電子機器を傷付けることもない。金属板は
、樹脂部材の中に挿入されていてもよい。
【００１０】
　上記電子機器用充電ホルダにおいて、前記回動ブロックは、当該回動ブロックを前記ホ
ルダ本体に対して回転付勢するバネと、前記接触端子を有した接触端子基板と、を備え、
前記ホルダ本体の内部に配置された充電回路基板から導出されたリード線の先端が結線さ
れたソケットが、前記接触端子基板に設けられたコネクタ端子に被着され、前記リード線
の途中部位を前記回動ブロックに設けた前記バネの端部固定用の突起に係止している、も
のとしてもよい。
　この構成によれば、回動ブロックが回転動作されたとき、回動ブロック側のリード線と
ソケットは、回動ブロックと一体的に回転揺動するのみであるので、ソケットがコネクタ
端子から外れることを防止できる。また、バネの端部固定がリード線の途中部位の係止を
兼ねるため、部品点数と作業工数を減らすことができる。
【００１１】
　上記電子機器用充電ホルダにおいて、前記ホルダ本体は、前記ロック部により固定され
ている状態の前記電子機器の上部背面側に、前記電子機器を前記ホルダ本体から取り外し
操作するための空間を有している、ものとしてもよい。
　この構成によれば、空間に手指を入れて、ホルダ本体に固定されている電子機器を片手
操作のワンタッチで容易に充電ホルダから取り外すことができ、特に、充電ホルダが車載
用の場合、便利になる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る電子機器用充電ホルダによれば、厚み寸法の異なる複数の電子機器に対し
て共用することができ、しかも、激しい振動条件下でも安定して確実にワンタッチで電子
機器を充電ホルダに固定することができ、車載用として好適なものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子機器用充電ホルダの右方からの斜視図である。
【図２】同充電ホルダの左方からの斜視図である。
【図３】（ａ）は同充電ホルダに装着される電子機器の正面図、（ｂ）は同電子機器の背
面図である。
【図４】図２に示した充電ホルダに電子機器を装着した状態の斜視図である。
【図５】同充電ホルダに電子機器を装着する様子を示す側面図である。
【図６】（ａ）は同充電ホルダの回動ブロックの前方からの斜視図、（ｂ）は後方からの
斜視図である。
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【図７】（ａ）は同電子機器に装着されたバッテリパックの厚みが大きい場合の側面図、
（ｂ）は同バッテリパックの厚みが小さい場合の側面図である。
【図８】同充電ホルダに電子機器を装着してロック部によりロックする様子を示した要部
斜視図である。
【図９】同充電ホルダの蓋体を外してケース本体及び蓋体の各開口面を上向きにした状態
の平面図である。
【図１０】（ａ）は同充電ホルダに厚みが大きいバッテリパックを持つ電子機器を装着す
る動作の装着前の概略側面図、（ｂ）は装着後の概略側断面である。
【図１１】（ａ）は同充電ホルダに厚みが小さいバッテリパックを持つ電子機器を装着す
る動作の装着前の概略側面図、（ｂ）は装着後の概略側断面である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の一実施形態に係る電子機器用充電ホルダ（以下、充電ホルダという）について
図面を参照して説明する。本実施形態の充電ホルダは、バッテリパック又はバッテリが装
着される無線機、携帯電話機など各種機器がセットされてバッテリ充電するものであり、
本実施形態においては、電子機器として無線機の場合を例に説明する。なお、図１の斜視
図に示したように、斜め左下を前方、斜め右上を後方、斜め右下を右方、斜め左上を左方
と称する。
【００１５】
（充電ホルダの構成）
　図１及び図２は、本実施形態に係る充電ホルダ１０を示す。充電ホルダ１０は、電子機
器を挿入するためのポケット部２０１が上面に形成されたホルダ本体２０を備え、このホ
ルダ本体２０に、ポケット部２０１に挿入される電子機器をホルダ本体２０に位置決め固
定するための回動ブロック３０、及びロック部４０を備えている。回動ブロック３０は、
ポケット部２０１に挿入される電子機器の充電用端子に接触可能な接触端子３０１を有す
る。また、回動ブロック３０は、その先端部がポケット部２０１に突出可能に回転付勢さ
れている。ロック部４０は、電子機器をポケット部２０１に押し込み回動させたとき電子
機器の上部側方をホルダ本体２０に固定するものである。
【００１６】
　回動ブロック３０は、電子機器の下部を差し込み可能な構成とされ、電子機器のバッテ
リパックの厚みの大小に関わらずに電子機器の下部を保持する。ここに、回動ブロック３
０は、電子機器をポケット部２０１に挿入するときに挿入し易いように、その先端部が斜
め上向きの傾斜姿勢となるように回転付勢されている。回動ブロック３０に電子機器の下
部が差し込まれると、電子機器の充電用端子が接触端子３０１に電気接続される。ロック
部４０は、電子機器の下部を回動ブロック３０に保持させた状態にて回動ブロック３０ご
と電子機器を回動させることにより、電子機器の上部側方をロック状態とする。
【００１７】
　ホルダ本体２０は、本例においては樹脂成型品で成り、内部に充電回路基板２１０（図
９参照）などを内蔵し、下面を開口したケース本体２０２と、この開口面を塞ぐ蓋体２０
３とにより構成される。ホルダ本体２０の後面には、充電アダプタの出力プラグが差し込
まれる電源入力端子２０５（図９参照）が配置されている。ケース本体２０２は、ポケッ
ト部２０１を形成すると共に、回動ブロック３０の後方、側方及び上方を包囲するように
構成され、ケース本体２０２の内部は空洞と成っている。
【００１８】
　ロック部４０は、ケース本体２０２のポケット部２０１の周辺の一側で、回動ブロック
３０とは離れた位置に設けられている。また、このロック部４０のある位置とは対角位置
に、ポケット部２０１に挿入される電子機器の位置決めに供するための突起部２０７が設
けられている。このように、ロック部４０と突起部２０７とが対角位置に分散して配置さ
れているので、電子機器をポケット部２０１に挿入するときの位置決めに有効である。
【００１９】
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　図３（ａ）（ｂ）は、電子機器５０の構成を示す。電子機器５０は、その背面下部にバ
ッテリパック５０１がその充電用端子５０２を外面に露出した状態で装着されている。電
子機器５０は、正面に表示部５０３、操作部５０４などが配置され、上部にアンテナ部５
０５、調整部５０６等が配置されている。
【００２０】
　図４は、充電ホルダ１０に電子機器５０を装着した状態を示す。電子機器５０は、ホル
ダ本体２０のポケット部２０１に挿入、セットされ、回動ブロック３０とロック部４０と
によりロック（固定）される。このとき、電子機器５０は、充電中又はスタンバイ状態と
なる。ホルダ本体２０は、ホルダ本体２０にロックされている状態の電子機器５０の上部
背面側に対応する位置に、電子機器５０をホルダ本体２０から取り外し操作するための空
間２０６を有している。この空間２０６に手指を入れて、ロックされている電子機器５０
を片手操作のワンタッチで容易に充電ホルダ１０から取り外すことができる。
【００２１】
　図５は、充電ホルダ１０に電子機器５０を装着する様子を示す。充電ホルダ１０は、実
使用に際して、例えば、車両又は建物の壁面Ｆに固定される。壁面Ｆは垂直面のほか傾斜
面や水平面であってもよい。充電ホルダ１０に対して、電子機器５０は、矢印Ａで示すよ
うに、電子機器５０の下部をホルダ本体２０に斜めに差し込むようにして装着される。な
お、蓋体２０３には、充電ホルダ１０を壁面Ｆに取り付けるための穴やネジ孔が設けられ
ている。
【００２２】
（回動ブロックの構成）
　図６（ａ）は回動ブロック３０を前方から見た図、図６（ｂ）は後方から見た図である
。回動ブロック３０は、ホルダ本体２０に回動自在に設けられ、電子機器５０のバッテリ
パックの厚みの大小に関わらずに電子機器５０の下部を受け入れて保持するための構成と
されている。そのために、回動ブロック３０は、電子機器５０の下部を案内するスライド
突起３０２を有する。一方、電子機器５０側には、スライド突起３０２に係合するスライ
ド用凹部５１０（図７参照）を備えている。
【００２３】
　回動ブロック３０は、ホルダ本体２０に回転自在に保持され、電子機器５０のバッテリ
パック５０１の背面を受ける受け面を有するブロック本体３０３と、このブロック本体３
０３の左右両側にある側壁３０４と、後端壁３０５と、ブロック本体３０３の先端部３０
６側の切り欠き３０７（電子機器５０との干渉を避けるため）と、側壁３０４の外面に設
けられた回転軸３０８と、回転付勢のためのバネ軸３０９と、を備えている。これらは一
体的に樹脂成型品で構成することができる。回転軸３０８は、ホルダ本体２０の軸受け部
に軸支される。側壁３０４の対向内面にスライド突起３０２が設けられている。
【００２４】
　また、回動ブロック３０は、バネ材で成る接触端子３０１を有した接触端子基板３１０
と、ホルダ本体２０に対して回転付勢するコイルバネなどから成るバネ３１１とを備えて
いる。接触端子基板３１０は、ブロック本体３０３の開口窓から前記受け面よりも上方に
接触端子３０１が突出するようにブロック本体３０３に固定されている。接触端子３０１
は、電子機器５０の充電用端子５０２に対して十分な接触圧を付与する。バネ３１１は、
中間のコイル部がバネ軸３０９に支持され、下端３１１ｂがブロック本体３０３の突起３
１４，３１５に固定され、上端３１１ａがケース本体２０２の空洞内壁に当接される。こ
のバネ３１１は、自然状態のときブロック本体３０３の先端部３０６が上方に傾斜した姿
勢と成るように、回転軸３０８の回りにブロック本体３０３を回転付勢している。
【００２５】
　図７（ａ）は装着されたバッテリパック５０１の厚みが大きい電子機器５０を示し、図
７（ｂ）はバッテリパック５０１の厚みが小さい電子機器５０を示している。これらの図
に示すように、バッテリパック５０１の側面には背面から厚み方向所定の高さ（Ｈ）位置
にスライド用凹部５１０が設けられている。スライド用凹部５１０は、バッテリパック５
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０１の厚みの大小に関係なく、その背面から同じ高さ（Ｈ）位置に設けられている。
【００２６】
　バッテリパック５０１のスライド用凹部５１０に回動ブロック３０のスライド突起３０
２が係合されることにより、電子機器５０の下部を回動ブロック３０に確実に位置決め保
持させることができる。そのとき、電子機器５０の充電用端子５０２は、接触端子３０１
に圧接して電気接続される。
【００２７】
（ロック部の構成）
　図８は、充電ホルダ１０に電子機器５０を装着してロックするロック部４０の構成を示
す。ロック部４０は、ホルダ本体２０に対して起立姿勢に弾性付勢された支柱４０１によ
り構成される。支柱４０１は、その上端に、側面から見て略三角形状で上向き斜面及び下
向き斜面付きのフック部４０２を有する。電子機器５０の下部を回動ブロック３０に保持
させた状態にて電子機器５０が押し下げ回動されると、電子機器５０の上部がフック部４
０２の上向き斜面に当接され、支柱４０１の弾性付勢に抗してフック部４０２を乗り越え
ると、電子機器５０の上部がフック部４０２の下向き斜面によりロック状態とされる。
【００２８】
　上記支柱４０１は、ホルダ本体２０に対して回転可能に保持されフック部４０２を有し
た樹脂部材４０３と、樹脂部材４０３を背面側から起立姿勢に弾性付勢する金属板４０４
と、から構成されている。金属板４０４は、Ｌ字状に曲げられた足部がネジ４０５により
ケース本体２０２にネジ止め固定される。支柱４０１は、ホルダ本体２０に設けた開口に
臨んで、フック部４０２及び支柱４０１の一部がホルダ本体２０の開口から突出して、揺
動可能に設けられている。金属板４０４は、樹脂部材４０３の中に挿入されていてもよい
。
【００２９】
　本実施形態のロック部４０によれば、電子機器５０のバッテリパック５０１の厚みの大
小に関わらず、電子機器５０をホルダ本体２０に容易かつ確実にロックすることができる
。ロック状態の電子機器５０を充電ホルダ１０から取り外す際には、フック部４０２の下
向き斜面を乗り越えることになる。また、ロック部４０が樹脂部材４０３だけで構成され
ている場合に比べて強靭で弾性付勢力が大きくなり、確実に電子機器５０をホルダ本体２
０にロックすることができる。
【００３０】
（ケース本体及び蓋体の各開口面）
　図９は、ケース本体２０２から蓋体２０３を外してケース本体２０２及び蓋体２０３の
各開口面を上向きにした状態を示す。ホルダ本体２０の内部には、回動ブロック３０、充
電回路基板２１０などが配置され、蓋体２０３には、電源入力端子２０５が設けられ、電
源入力端子２０５と充電回路基板２１０とは、ケーブルなどの線材２１３で接続されてい
る。この線材２１３の蓋体２０３側は、蓋体２０３に立設した複数のリブ２１５を用いて
引き回し保持され、線材２１３のケース本体２０２側は、充電回路基板２１０のコネクタ
端子にソケット２１４により接続されている。
【００３１】
　ここで、前述の図６も参照して説明する。図９では、回動ブロック３０は上下が逆にな
って底面側が見えている。回動ブロック３０の接触端子基板３１０には、そのコネクタ端
子にソケット３１２が被着される。ソケット３１２は、ホルダ本体２０の内部に配置され
た充電回路基板２１０から導出されたリード線３１３の先端が結線されている。リード線
３１３の他端は、充電回路基板２１０のコネクタ端子に被着されたソケット２１１に接続
されている。なお、回動ブロック３０の回転軸３０８は、ケース本体２０２の軸受け部２
１２に挿入され、蓋体２０３がケース本体２０２に被せられることで抜け止めされる。
【００３２】
　リード線３１３は、その途中部位を、回動ブロック３０のバネ３１１の下端３１１ｂを
固定している突起３１４，３１５とバネ３１１とにより係止している。このような構成に
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より、回動ブロック３０が回転動作されたとき、リード線３１３とソケット３１２は、回
動ブロック３０と一体的に揺動するのみであり、ソケット３１２が接触端子基板３１０の
コネクタ端子から外れることを防止できる。また、バネ３１１の下端３１１ｂ（端部）を
固定する構成が、リード線３１３の途中部位の係止を兼ねるため、部品点数と作業工数を
減らすことができる。
【００３３】
（電子機器の装着動作）
　図１０（ａ）は充電ホルダ１０に厚みが大きいバッテリパック５０１を持つ電子機器５
０を装着する前の状態を示し、図１０（ｂ）は装着後の状態を示す。図１１（ａ）は充電
ホルダ１０に厚みが小さいバッテリパック５０１を持つ電子機器５０を装着する前の状態
を示し、図１１（ｂ）は装着後の状態を示す。これらの図では、ホルダ本体２０を二点鎖
線で簡略化している。電子機器５０を、矢印Ｂに示すように、下部をホルダ本体２０のポ
ケット部２０１に斜めに差し込むようにして回動ブロック３０に装着させる。このとき、
電子機器５０側の厚みの大小に関わらず差し込み動作が可能である。また、回動ブロック
３０は、自然状態ではバネ３１１により回動ブロック３０の先端部３０６が上向き傾斜し
た状態にあり、容易に差し込むことができる。この差し込み動作により、回動ブロック３
０のスライド突起３０２と電子機器５０側のスライド用凹部５１０とが係合すると共に、
回動ブロック３０の接触端子３０１と電子機器５０の充電用端子５０２とが所定の接触圧
をもって接触する。
【００３４】
　次いで、矢印Ｃに示すように、電子機器５０を押し下げると、バネ３１１の回転付勢力
に抗して（バネは開かれる）、電子機器５０は回動ブロック３０と共に回動し、電子機器
５０の上部、すなわち、本例ではアンテナ部５０５の取付け部側方がロック部４０のフッ
ク部４０２を乗り越えてロックされる。ここに、厚みが大きいバッテリパックを持つ電子
機器５０の装着状態では、図１０（ｂ）に示すように、電子機器５０が充電ホルダ１０の
前後方向に略平行姿勢でロックされる。一方、厚みが小さいバッテリパックを持つ電子機
器５０の装着状態では、図１１（ｂ）に示すように、電子機器５０の上部が起き上がった
斜め姿勢でロックされる。このように、電子機器５０のバッテリパックの厚みに応じて、
電子機器５０ロック状態の回動ブロック３０の回動角度が異なる。このようにバッテリパ
ックの厚みの大小によりロック姿勢が異なっても、ロック部４０は、それに対応し得る構
成とされている。
【００３５】
　かくして、電子機器５０を、電子機器５０側の厚みの大小に関わらずに、充電ホルダ１
０に確実に固定することができる。なお、電子機器５０が身体装着用のベルトクリップを
背面側に装備していても、ホルダ本体２０のポケット部２０１はベルトクリップと干渉し
ないような形状とされている。
【００３６】
　上記のように、本実施形態に係る電子機器用充電ホルダ１０によれば、厚み寸法の異な
る複数の電子機器５０に対して同一の充電ホルダを共用することができ、しかも、例えば
車載用とした場合のように激しい振動条件下でも、安定して確実にワンタッチで電子機器
５０を充電ホルダに固定することができる。
【００３７】
　本発明は、上記実施形態の構成に限られず、種々の変形が可能である。例えば、上記で
は、電子機器５０のバッテリパック５０１の厚みが大小の場合を説明したが、充電用端子
を露出してなる電子機器５０自体の厚みが大小の場合であっても同様に適用できる。また
、スライド突起３０２及びスライド凹部５１０は、互いに係合可能な構成であれば任意の
構成を採用することができ、電子機器５０又はバッテリパック５０１にスライド突起を有
し、回動ブロックにスライド凹部が設けられていてもよく、そのようなものも技術的範囲
に含まれる。
【符号の説明】
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　１０　　充電ホルダ
　２０　　ホルダ本体
　２０１　ポケット部
　２０２　ケース本体
　２０３　蓋体
　２０５　電源入力端子
　２０６　空間
　２０７　突起部
　２１０　充電回路基板
　２１１　ソケット
　２１２　軸受け部
　２１３　線材
　２１４ソケット
　２１５　リブ
　３０　　回動ブロック
　３０１　接触端子
　３０２　スライド突起
　３０３　ブロック本体
　３０４　側壁
　３０５　後端壁
　３０６　先端部
　３０７　切り欠き
　３０８　回転軸
　３０９　バネ軸
　３１０　接触端子基板
　３１１　バネ
　３１１ａ　上端
　３１１ｂ　下端
　３１２　ソケット
　３１３　リード線
　３１４　突起
　３１５　突起
　４０　　ロック部
　４０１　支柱
　４０２　フック部
　４０３　樹脂部材
　４０４　金属板
　４０５　ネジ
　５０　　電子機器
　５０１　バッテリパック
　５０２　充電用端子
　５０３　表示部
　５０４　操作部
　５０５　アンテナ部
　５０６　調整部
　５１０　スライド用凹部
　Ｆ　　　壁面
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